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(57)【要約】
【課題】故障した内視鏡に関する情報を収集して、有用
なフィードバックを可能とするデータ管理を行う技術を
提供する。
【解決手段】故障情報記録部１０４は、故障した内視鏡
ごとに、故障したパーツ情報と、故障理由と、使用され
た検査で実施された処置内容とを含む故障情報を記録す
る。検査数記録部１０６は、実施された処置内容の検査
数を記録する。故障率算出部７２は、故障情報記録部１
０４に記録された故障情報の数と、検査数記録部１０６
に記録された検査数とにもとづいて、処置内容ごとの内
視鏡の故障率を算出する。故障率記録部１０８は、算出
された故障率を記録する。故障率算出部７２は、パーツ
ごとの故障率を算出する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　故障した内視鏡ごとに、故障したパーツ情報と、故障理由と、使用された検査で実施さ
れた処置内容とを含む故障情報を記録する故障情報記録部と、
　実施された処置内容の検査数を記録する検査数記録部と、
　前記故障情報記録部に記録された故障情報の数と、前記検査数記録部に記録された検査
数とにもとづいて、処置内容ごとの内視鏡の故障率を算出する故障率算出部と、
　算出された故障率を記録する故障率記録部と、を備え、
　前記故障率算出部は、パーツごとの故障率を算出する、
　ことを特徴とする内視鏡管理システム。
【請求項２】
　前記検査数記録部は、内視鏡の種類ごとに、実施された処置内容の検査数を記録し、
　前記故障率算出部は、内視鏡の種類ごとに、処置内容ごとの内視鏡の故障率を算出し、
　前記故障率記録部は、内視鏡の種類ごとに算出された、処置内容ごとの内視鏡の故障率
を記録する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡管理システム。
【請求項３】
　前記故障率算出部は、パーツおよび故障理由の組合せごとの故障率を算出する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の内視鏡管理システム。
【請求項４】
　パーツの故障理由に対応したガイダンスデータを保持するガイダンス保持部を、さらに
備える、
　ことを特徴とする請求項３に記載の内視鏡管理システム。
【請求項５】
　これから行われる検査の処置内容および使用される内視鏡の種類を取得する取得部と、
　前記記録部に記録された処置内容および内視鏡の種類の組合せに対応する故障率にもと
づいて、前記ガイダンス保持部に記録されたガイダンスデータの出力有無を定める出力処
理部と、をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項４に記載の内視鏡管理システム。
【請求項６】
　前記故障情報記録部は、検査を実施した医師を特定する医師情報を故障情報に含めて記
録し、
　前記故障率算出部は、医師ごとの内視鏡の故障率を算出する、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の故障に関する情報を管理する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡が故障すると、医療施設は、故障した内視鏡をメーカーの修理センターに送って
修理を依頼する。内視鏡は、漏水、送気送水不良、ピンホール、アングル不良、ゴム劣化
、破損など様々な原因で故障する。内視鏡の種類（型番）ごとに耐用年数や使用回数が規
定されているが、実際には規定の年数や使用回数に到達する前に故障するケースも多い。
【０００３】
　特許文献１は、修理情報管理装置からユーザ端末へ修理情報入力画面を配信し、修理情
報入力画面を通じてユーザ端末から送られる内視鏡の修理に関する修理情報（故障部位、
故障内容、故障原因、修理内容など）を修理情報管理装置により一元的に管理するシステ
ムを開示する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－８７９２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現状、修理センターは、故障した内視鏡ごとに故障に関する情報を管理しているが、個
々の故障情報を単に記録するにとどまっている。修理センターは、様々な故障情報を収集
するため、これらの故障情報を有効活用して、医療施設に有用な情報をフィードバック可
能とする仕組みを実現することが望まれている。
【０００６】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、故障した内視鏡に関
する情報を収集して、医療施設への有用なフィードバックを可能とする情報管理を行う技
術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の内視鏡管理システムは、故障した内視
鏡ごとに、故障したパーツ情報と、故障理由と、使用された検査で実施された処置内容と
を含む故障情報を記録する故障情報記録部と、実施された処置内容の検査数を記録する検
査数記録部と、故障情報記録部に記録された故障情報の数と、検査数記録部に記録された
検査数とにもとづいて、処置内容ごとの内視鏡の故障率を算出する故障率算出部と、算出
された故障率を記録する故障率記録部とを備える。故障率算出部は、パーツごとの故障率
を算出する。
【０００８】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記
録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有
効である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、故障した内視鏡に関する情報を収集して、有用なフィードバックを可
能とする情報管理を行う技術を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例にかかる内視鏡管理システムの概略構成を示す図である。
【図２】医療施設の概略構成を示す図である。
【図３】故障した内視鏡の情報入力画面の一例を示す図である。
【図４】修理センターにおけるセンターサーバの構成を示す図である。
【図５】故障率記録部の記録内容の一例を示す図である。
【図６】スコープランク保持部に保持される補正係数を示す図である。
【図７】医師ランク保持部に保持される医師ランクを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、実施例にかかる内視鏡管理システム１の概略構成を示す。内視鏡管理システム
１では、内視鏡を使用する複数の医療施設２ａ、２ｂ、２ｃ（特に区別しない場合には「
医療施設２」と呼ぶ）と、故障した内視鏡を修理する修理センター３とが、インターネッ
トなどのネットワーク４を介して通信可能に接続している。
【００１２】
　医療施設２では、内視鏡検査が日々実施され、実施された検査に関する情報が、検査ご
とにデータベースに記録される。データベース化される検査情報には、基本情報として、
検査日時、担当医師、検査種別、処置内容、使用した内視鏡の識別情報（内視鏡ＩＤ）が
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含まれる。内視鏡管理システム１において、医療施設２は、検査情報のうち少なくとも基
本情報を、修理センター３に提供する。たとえば医療施設２は毎日、１日の業務終了後に
、１日分の検査情報を修理センター３に提供してもよい。医療施設２は、内視鏡が故障し
た場合には、内視鏡の故障に関する情報（故障情報）を修理センター３に提供する。故障
情報は、検査情報とともに修理センター３に提供されてよい。修理センター３は、各医療
施設２から検査情報および故障情報を収集して、内視鏡の故障率を算出する統計処理を実
施する。
【００１３】
　図２は、医療施設２の概略構成を示す。検査室には、内視鏡６が接続される処理装置１
１と、表示装置１２とが設けられる。医局には、医師や看護師などが操作する端末装置１
３が設けられる。ここでは１つの検査室のみを示すが、複数の検査室が設けられてよい。
医療施設サーバ１０は、施設内におけるデータや情報を管理し、ローカルエリアネットワ
ーク（ＬＡＮ）１５によって処理装置１１および端末装置１３と通信可能に接続する。通
信モジュール１４は、外部のネットワーク４と接続し、医療施設サーバ１０は、通信モジ
ュール１４を介して、修理センター３との間で通信する。
【００１４】
　検査中、処理装置１１は、内視鏡６が取得した画像データを表示装置１２にリアルタイ
ム表示し、医師により内視鏡６のレリーズスイッチが押されたタイミングで検査画像を取
得して、検査画像データを医療施設サーバ１０に送信する。医療施設サーバ１０は、検査
ごとに画像データを蓄積する。
【００１５】
　端末装置１３はパーソナルコンピュータやタブレットなどの情報処理装置である。医師
は、検査終了後、端末装置１３を用いて検査レポートの情報を入力する。実施例では看護
師が、故障した内視鏡６に関する情報を入力するために、端末装置１３を利用する。
【００１６】
　図３は、故障した内視鏡の情報入力画面の一例を示す。ユーザは、端末装置１３に故障
情報入力画面を表示させる。ユーザは、故障した内視鏡を修理センター３に送る前に、内
視鏡の故障の状況を修理センター３に知らせるために、故障情報入力画面に所定の故障情
報を入力する。医療施設サーバ１０は、入力された故障情報を修理センター３に送信し、
修理センター３が故障情報を受け付けると、故障内視鏡の修理センター３への送り方や、
修理予定に関する情報などを、医療施設サーバ１０に送信する。
【００１７】
　故障情報入力画面は、「スコープ型番」、「シリアル番号」、「故障理由」、「故障パ
ーツ」、「検査情報」の各入力項目によって構成される。
　「スコープ型番」は、故障した内視鏡の型番を入力する項目であり、内視鏡の型番は、
内視鏡の種類を示す情報である。「シリアル番号」は、故障した内視鏡のシリアル番号を
入力する項目であり、シリアル番号は、内視鏡を一意に識別する情報であることから、内
視鏡ＩＤとも呼ばれる。
【００１８】
　検査一覧表示ボタン２０は、医療施設２において実施済の検査一覧を表示するためのボ
タンである。ユーザが検査一覧表示ボタン２０を操作すると、医療施設サーバ１０が、実
施済の検査リストを端末装置１３に提供する。端末装置１３は実施済検査リストを表示し
、ユーザがリストの中から内視鏡が故障した検査を選択すると、端末装置１３が「検査情
報」の欄に、選択された検査情報の項目を表示する。なお医療施設サーバ１０は検査情報
に紐付づけて、使用した（故障した）内視鏡６の情報を管理しているため、ユーザが検査
リストから一つの検査を選択すると、「スコープ型番」、「シリアル番号」、「検査情報
」の各項目に、情報が自動入力されるようにしてもよい。このように「スコープ型番」、
「シリアル番号」、「検査情報」が、医療施設サーバ１０で管理している検査情報の内容
から自動入力できる場合には、故障情報入力画面は、最初に検査一覧から検査をユーザに
選択させた後に、「故障理由」と「故障パーツ」を入力させる構成となっていてよい。
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【００１９】
　「故障理由」は、内視鏡が故障した理由を入力する項目である。また「故障パーツ」は
故障したパーツ（部品）を入力する項目である。図３に示す例では、この２つの入力項目
が、フリーテキスト入力を受け付け可能なように示されているが、複数の選択肢を記され
たプルダウンメニューの中から、ユーザが選択するように構成されてもよい。この場合、
医療施設サーバ１０は、スコープ型番に対して、故障パーツの選択肢、および各パーツの
故障理由の選択肢をデータベースとして保持する。
【００２０】
　「スコープ型番」が検査情報から自動入力されるように構成されている場合、内視鏡の
型番が特定されることで、医療施設サーバ１０は、故障パーツの選択肢を自動で提供でき
る。たとえば医療施設サーバ１０は、故障パーツの選択肢として「湾曲ゴム」、「送水路
」、「ケーブルレンズ」、「ハンドル」などを提供してよい。またユーザが故障パーツの
選択肢の中からパーツを選択すると、医療施設サーバ１０は、選択されたパーツに対応付
けられた故障理由の選択肢を自動で提供してよい。図３に示す故障情報入力画面では、ユ
ーザが複数のパーツ選択肢の中から「湾曲ゴム」を選択し、また「湾曲ゴム」を選択した
ことで提供される複数の故障理由の中から「処置具を強く入れすぎた」をユーザが選択し
た状態が示される。
【００２１】
　ユーザが登録ボタン２１を操作すると、医療施設サーバ１０が、入力された故障情報を
受け付ける。上記したように医療施設２において、医療施設サーバ１０は、１日の業務終
了後に、１日分の複数の検査情報をまとめて修理センター３に送信する。そこでユーザが
登録ボタン２１を操作すると、医療施設サーバ１０は、入力された故障情報を記憶してお
き、１日分の検査情報を修理センター３に送信するタイミングで、あわせて故障情報を修
理センター３に送信してよい。
【００２２】
　図４は、修理センターにおけるセンターサーバの構成を示す。センターサーバ３０は、
処理部４０および記録部１００を備える。処理部４０は、医療施設サーバ１０から情報を
取得する取得部５０、検査数算出部７０、故障率算出部７２および出力処理部７４を備え
る。取得部５０は、検査情報取得部５２、故障情報取得部５４、検査予定取得部５６を有
する。記録部１００は、検査情報記録部１０２、故障情報記録部１０４、検査数記録部１
０６、故障率記録部１０８、ガイダンス保持部１１０、スコープランク保持部１１２およ
び医師ランク保持部１１４を備える。
【００２３】
　これらの構成はハードウエア的には、任意のプロセッサ、メモリ、補助記憶装置、その
他のＬＳＩで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによっ
て実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。
したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれ
らの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところであ
る。センターサーバ３０は、内視鏡の型番ごと、さらには当該内視鏡のパーツごとに、故
障率を導出する機能をもつ。
【００２４】
　検査情報取得部５２は、各医療施設２における医療施設サーバ１０から、検査情報を取
得する。上記した例では医療施設サーバ１０が、一日分の検査情報をまとめて送信するこ
とを説明したが、検査情報が作成されるたびに送信される場合には、検査情報取得部５２
は、その都度検査情報を取得する。ここで検査情報には、検査日時、担当医師、検査種別
、処置内容、使用した内視鏡の識別情報（内視鏡ＩＤ）などの基本情報が含まれ、患者の
個人情報などは含まれないことが好ましい。検査情報取得部５２は、取得した検査情報を
検査情報記録部１０２に記録する。検査情報記録部１０２は、複数の医療施設２における
検査情報を蓄積し、多数の検査情報を記録する。
【００２５】
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　故障情報取得部５４は、各医療施設２における医療施設サーバ１０から、故障情報を取
得する。上記した例では医療施設サーバ１０が、検査情報とあわせて故障情報を送信する
ことを説明したが、故障情報が作成されるたびに送信される場合には、故障情報取得部５
４は、その都度故障情報を取得する。ここで故障情報には、図３に示すように、
・スコープ型番
・シリアル番号
・故障理由
・故障パーツ
・検査情報
　が含まれる。検査情報には、病院名、実施医、検査日、故障した内視鏡が使用された検
査の検査種別および処置内容、が含まれる。故障情報取得部５４は、取得した故障情報を
故障情報記録部１０４に記録する。故障情報記録部１０４は、故障した内視鏡ごとに、ス
コープ型番、シリアル番号、故障理由、故障パーツ、検査情報を含む故障情報を記録する
。
【００２６】
　実施例では、修理センター３におけるセンターサーバ３０が、複数の医療施設２からの
検査情報および故障情報を集約する例を示すが、単一の医療施設２からの検査情報および
故障情報を集約するものであってもよい。なお単一の医療施設２からの検査情報および故
障情報を集約する場合には、センターサーバ３０として示す機能は、当該医療施設２にお
ける医療施設サーバ１０の機能として実現されてよい。
【００２７】
　実施例では、内視鏡の型番ごとに様々な統計処理が実施されることを前提とする。した
がって特に言及しない場合であっても、以下に示す検査数や故障数、故障率などの算出は
、型番ごとに実施されるものであることに留意されたい。
【００２８】
　検査数算出部７０は、内視鏡の型番ごとに、検査情報記録部１０２に記録された検査情
報をもとに、実施された処置内容の検査数を算出する。ここでは検査数算出部７０が、検
査情報記録部１０２に記録された検査情報を、検査種別と処置内容との組合せによって分
類して、組合せごとの検査数を算出する。検査種別は、上部内視鏡検査であるか、下部内
視鏡検査であるかの種別である。処置内容は、生検用組織採取、異物摘出、内視鏡的ポリ
ープ切除術（ポリペクトミー）などを含む。なお、型番で特定される内視鏡が、どのよう
な種別の検査で使用され、どのような処置に使用されるかは、検査情報記録部１０２に記
録された検査情報を参照して、検査数算出部７０が特定してよいし、またメーカーによっ
て提供される内視鏡マスターテーブルに、内視鏡型番に対応付けて、使用可能な検査種別
および処置内容が記録されていてもよい。
【００２９】
　この例でいえば、上部内視鏡検査に関して、検査数算出部７０は、（上部内視鏡検査、
生検用組織採取）の組合せをもつ検査数、（上部内視鏡検査、異物摘出）の組合せをもつ
検査数、（上部内視鏡検査、内視鏡的ポリープ切除術）の組合せをもつ検査数を、内視鏡
の型番ごとにそれぞれ算出する。同様に検査数算出部７０は、下部内視鏡検査に関しても
、各処置内容を実施した検査数を、内視鏡の型番ごとに算出する。検査数算出部７０は、
日々検査数を算出して、検査情報記録部１０２の記録内容を更新する。
【００３０】
　故障率算出部７２は、故障情報記録部１０４に記録された故障情報の数と、検査数記録
部１０６に記録された検査数とにもとづいて、処置内容ごとの内視鏡の故障率を、内視鏡
の型番ごとに算出する。故障率算出部７２は、故障情報に含まれる検査情報から、故障情
報を検査種別と処置内容との組合せによって分類して、組合せごとの故障数を算出する。
つまり上部内視鏡検査に関していえば、故障率算出部７２は、（上部内視鏡検査、生検用
組織採取）の組合せをもつ故障数、（上部内視鏡検査、異物摘出）の組合せをもつ故障数
、（上部内視鏡検査、内視鏡的ポリープ切除術）の組合せをもつ故障数をそれぞれ算出す
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る。これにより故障率算出部７２は、（検査種別、処置内容）の組合せごとの故障数を算
出し、組合せごとの内視鏡の検査数で除算することで、故障率を算出する。故障率算出部
７２は、算出した故障率を故障率記録部１０８に記録する。故障率算出部７２が、内視鏡
が使用された検査での検査種別および処置内容の組合せごとに故障率を算出することで、
内視鏡が故障しやすい検査種別および処置内容の組合せを特定できる。
【００３１】
　実施例の故障率算出部７２は、さらにパーツごとの故障率を算出する。内視鏡は、複数
のパーツによって構成されるが、故障率算出部７２が、故障情報に含まれる故障パーツ情
報を利用してパーツごとの故障率を算出することで、どのパーツが故障しやすいかを特定
できるようになる。故障率記録部１０８は、内視鏡の型番ごとに算出されたパーツごとの
故障率を記録する。
【００３２】
　さらに故障率算出部７２は、パーツおよび故障理由の組合せごとの故障率を算出してよ
い。たとえば、あるパーツが故障しやすいことが特定された場合、故障理由を特定できて
いなければ、当該パーツが故障しやすいことが判明しただけで、故障させないための対策
をとりづらい。そこで実施例の故障率算出部７２は、パーツおよび故障理由の組合せごと
に故障率を算出して、どのパーツが故障しやすく、さらにどのような理由で故障している
のかを特定できるようにする。故障率記録部１０８は、パーツおよび故障理由の組合せご
との故障率を記録する。
【００３３】
　図５は、故障率記録部１０８の記録内容の一例を示す。図５に示す例は、スコープ型番
が「ＡＢＣ－１００」の内視鏡であって、「上部内視鏡検査」において「生検用組織採取
」に使用された内視鏡についての記録内容である。この組合せの検査数が１２００００、
そのうち内視鏡が故障した検査数が２４００であり、故障率が２％（＝２４００／１２０
０００）であることが算出されている。
【００３４】
　図５に示す例では、「湾曲ゴム」が「処置具を強く入れすぎた」ために故障した数が１
２００であり、１％の故障率を示していることが記録されている。なお「湾曲ゴム」を「
たわみ状態で捻った」ために故障した数は２４０であり、０．２％の故障率を示している
。他のパーツおよび故障理由の組合せに対する故障率も算出されているが、この例では、
「処置具を強く入れすぎた」ために「湾曲ゴム」が故障することが非常に多いことを示す
故障率が記録されている。
【００３５】
　以上のようにして、故障率記録部１０８は、内視鏡の種類ごとに、検査種別および処置
内容の組合せにおける故障率、さらにはパーツおよび故障理由の組合せにおける故障率を
記録する。実施例では、センターサーバ３０が、算出された故障率を利用して、検査開始
前の医師に対して、有用なガイダンスを行う機能をもつ。なお後述するが、医療施設サー
バ１０が、故障率等の情報をセンターサーバ３０から受け渡されて、ガイダンス機能を実
施してもよい。
【００３６】
　ガイダンス機能を実現するために、ガイダンス保持部１１０は、内視鏡の種類ごとに、
パーツの故障理由に対応したガイダンスデータを保持している。ガイダンスデータは、た
とえば内視鏡の使い方を説明するための動画データであり、故障率の高い検査種別および
処置内容の組合せの検査が実施される前に、検査室の表示装置１２に再生表示することで
、医師に、あらためて正しい内視鏡の取扱方法を知らしめるためのものである。なおガイ
ダンスデータは、内視鏡の取扱方法を読み上げる音声データであってもよい。
【００３７】
　医療施設２において、検査の開始前、処理装置１１には、医療施設サーバ１０から、こ
れから行われる検査の検査種別、処置内容を示すオーダ情報が送信される。処理装置１１
は、オーダ情報を表示装置１２に表示し、看護師または医師が、表示されているオーダ情
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報がこれから実施する検査の情報であることを確認する。看護師は処理装置１１に、検査
種別および処置内容に適合した内視鏡６を接続する。接続した内視鏡６の型番およびシリ
アル番号は、医療施設サーバ１０に送信される。
【００３８】
　このとき医療施設サーバ１０は、検査室において、これから行われる検査の検査種別、
処置内容とともに、使用される内視鏡６の種類（型番）情報を、センターサーバ３０に送
信する。センターサーバ３０において、検査予定取得部５６が、これから行われる検査の
種別、処置内容および使用される内視鏡の種類を取得し、出力処理部７４に供給する。
【００３９】
　出力処理部７４は、故障率記録部１０８に記録された検査種別、処置内容および内視鏡
の種類の組合せに対応する故障率にもとづいて、ガイダンス保持部１１０に記録されたガ
イダンスデータの出力有無を定める。具体的に出力処理部７４は、検査予定取得部５６が
取得した検査の種別、処置内容、内視鏡の種類の組合せに対して算出された故障率を、故
障率記録部１０８から読み出す。出力処理部７４は、読み出した故障率が所定の閾値以上
であるか、下回っているかを判定する。たとえば所定の閾値が「１％」とすると、出力処
理部７４は、故障率記録部１０８から読み出した故障率が１％以上であれば、内視鏡故障
率の高い検査であることを判断して、ガイダンスデータを出力することを決定し、故障率
が１％未満であれば、ガイダンスデータを出力しないことを決定する。
【００４０】
　この例では出力処理部７４は、検査の種別、処置内容、内視鏡の種類の組合せに対して
算出された故障率を、所定の閾値と比較したが、検査の種別、処置内容、内視鏡の種類の
組合せの中で、さらにパーツおよび故障理由の組合せにおける故障率を、所定の閾値と比
較してもよい。出力処理部７４は、故障率が所定の閾値を超えたパーツおよび故障理由の
組合せに対して、ガイダンス保持部１１０から、パーツおよび故障理由の組合せに対応し
たガイダンスデータを読み出し、医療施設サーバ１０に供給する。
【００４１】
　なお出力処理部７４は、検査の種別、処置内容、内視鏡の種類の組合せに対して算出さ
れた故障率が所定の閾値以上である場合に、パーツおよび故障理由の組合せの中で最高と
なる故障率を示すパーツおよび故障理由に対応するガイダンスデータをガイダンス保持部
１１０から読み出してもよい。出力処理部７４は、読み出したガイダンスデータを、医療
施設サーバ１０に送信する。
【００４２】
　医療施設サーバ１０は、ガイダンスデータを受信すると、検査室において検査が開始さ
れる前に、検査室の処理装置１１に転送する。たとえば「ＡＢＣ－１００」の内視鏡を、
上部内視鏡検査の生検用組織採取で使用する検査においては、図５に示すように、「湾曲
ゴム」および「処置具を強く入れすぎた」に対応したガイダンスデータが医療施設サーバ
１０に送信される。このガイダンスデータは、処置具である生検鉗子をやさしく挿入する
手順を撮影したビデオデータである。
【００４３】
　処理装置１１は、ガイダンスデータを表示装置１２に再生表示し、これにより検査室に
いる医師は、故障率の高い内視鏡の適切な取扱方法のガイダンスを受けることができる。
内視鏡管理システム１は、医師が内視鏡６を使用する前に、故障の発生を低減させる取扱
方法を示すガイダンスを提供することで、故障率低減の契機を与えられるようになる。
【００４４】
　以上のように、内視鏡管理システム１では、複数の医療施設からの検査情報および故障
情報から、故障の発生しやすい内視鏡の処置内容、また故障するパーツおよび故障理由を
特定することで、医療施設２への有用なフィードバック、つまり故障理由に応じたガイダ
ンスの提供を可能とする。以下では、よりガイダンスの効果を高めるために、個々の医師
に対して、ガイダンスを提供するケースを示す。
【００４５】
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＜ケースＡ＞
　過去の故障に関する蓄積データをもとに解析したところ、担当医の検査経験が少ないほ
ど、相対的に内視鏡６を故障させやすい傾向があることが分かっている。そこでケースＡ
では、実績検査数の少ない医師に対して、出力処理部７４が、ガイダンスデータを提供す
る。
【００４６】
　検査数算出部７０は、検査情報記録部１０２に記録された検査情報をもとに、処置内容
ごとの検査数を、医師ごとに算出する。なお上記したように、この算出処理は、内視鏡の
型番ごとに行われる。検査情報記録部１０２に記録された検査情報には、検査日時、担当
医師、検査種別、処置内容、使用した内視鏡の識別情報（内視鏡ＩＤ）などの基本情報が
含まれており、検査数算出部７０は、担当医師ごとに、検査種別、処置内容、使用した内
視鏡の型番の組合せに対応する検査数を算出する。
【００４７】
　以下、実績検査数の少ない医師Ａが、スコープ型番が「ＤＥＦ－１５０」の内視鏡を使
用して、上部内視鏡検査で生検用組織採取を行う場合について説明する。検査数記録部１
０６には、スコープ型番が「ＤＥＦ－１５０」の内視鏡を使用して、「上部内視鏡検査」
において「生検用組織採取」を行った検査の数（総検査数）が記録されており、また医師
Ａが「ＤＥＦ－１５０」の内視鏡を使用して、上部内視鏡検査で生検用組織採取を行った
検査数も記録されている。たとえば、総検査数が２０万、医師Ａの検査数が５０であると
する。
【００４８】
　また故障率記録部１０８には、スコープ型番が「ＤＥＦ－１５０」の内視鏡が「上部内
視鏡検査」の「生検用組織採取」に使用されたときの故障率が記録されている。総検査数
が２０万であり、故障数が１２００である場合、故障率記録部１０８には、故障率が０．
６％と記録されている。
【００４９】
　出力処理部７４は、医師Ａの検査数が所定の基準を満たしているか否かを判断して、医
師Ａによる検査開始前に、ガイダンスデータを提供するか否かを決定する。具体的に出力
処理部７４は、医師Ａが「ＤＥＦ－１５０」の内視鏡を用いて生検用組織採取を行った上
部内視鏡検査の実績回数（５０回）が多いか少ないかを判断し、少ないと判断した場合に
、「ＤＥＦ－１５０」の内視鏡を用いて生検用組織採取を行う際に注意するべき手順を撮
影したビデオデータを、ガイダンスデータとして提供することを決定する。
【００５０】
　出力処理部７４は、医師Ａの実績回数（５０回）を、所定の閾値Ｎと比較する。この閾
値Ｎは、たとえば全国の医師による検査の平均回数であってもよいが、最低検査回数とし
て一意に設定された回数であってもよい。なお同じ型番の内視鏡６を使用する場合であっ
ても、実施する処置内容によって、故障率は異なってくる。そのため故障率が高い処置を
実施する場合と、故障率が低い処置を実施する場合とでは、故障率が高い処置を実施する
ときの方が、ガイダンスデータを提供する効果は高い。
【００５１】
　図６は、スコープランク保持部１１２に保持される補正係数ｋを示す。スコープランク
保持部１１２は、スコープランクを故障率に応じて定義し、スコープランクごとの補正係
数ｋを設定する。
【００５２】
　出力処理部７４は、医師Ａの実績回数を、所定の閾値Ｎと補正係数ｋとの乗算値と比較
する。上記した例で、「ＤＥＦ－１５０」の内視鏡を上部内視鏡検査で生検用組織採取に
使用したときの故障率が０．６％と導き出されている場合、この使用状態におけるスコー
プランクは３であり、補正係数ｋは０．９と導出できる。したがって、出力処理部７４は
、医師Ａの実績回数（５０回）を、Ｎ×０．９の乗算値と比較し、５０回＜Ｎ×０．９で
ある場合に、ガイダンス保持部１１０からガイダンスデータを読み出して、医師Ａの検査
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前に提供する。
【００５３】
＜ケースＢ＞
　ケースＢは、検査担当医が過去に内視鏡６を故障させたことがある状況を前提とする。
ケースＢでは、故障の再発防止の目的で、過去に故障させた医師に対して、出力処理部７
４が、ガイダンスデータを提供する。
【００５４】
　検査数算出部７０は、検査情報記録部１０２に記録された検査情報をもとに、処置内容
ごとの検査数を、医師ごとに算出する。この算出処理は、内視鏡の型番ごとに行われる。
検査情報記録部１０２に記録された検査情報には、検査日時、担当医師、検査種別、処置
内容、使用した内視鏡の識別情報（内視鏡ＩＤ）などの基本情報が含まれており、検査数
算出部７０は、担当医師ごとに、検査種別、処置内容、使用した内視鏡の型番の組合せご
との検査数を算出して、検査数記録部１０６に記録しておく。
【００５５】
　これから医師Ｂが、スコープ型番が「ＧＨＩ－８０」の内視鏡を使用して、上部内視鏡
検査で生検用組織採取を行う場合について説明する。医師Ｂは、過去にスコープ型番が「
ＧＨＩ－８０」の内視鏡を使用して、上部内視鏡検査で生検用組織採取を行った際に、内
視鏡を故障させた経験がある。故障率算出部７２は、医師Ｂが「ＧＨＩ－８０」の内視鏡
を使用して、上部内視鏡検査で生検用組織採取を行ったときの故障率を算出して、故障率
記録部１０８に記録する。たとえば医師Ｂによる「ＧＨＩ－８０」の内視鏡を用いて生検
用組織採取を行った上部内視鏡検査の実績回数が５００回、医師Ｂによる故障数が４回で
あるとき、故障率は０．８％（＝４／５００）として算出され、故障率記録部１０８に記
録される。
【００５６】
　図７は、医師ランク保持部１１４に保持される医師ランクを示す。医師ランク保持部１
１４は、医師ランクを故障率に応じて定義する。医師Ｂは、「ＧＨＩ－８０」の内視鏡を
用いて生検用組織採取を行う上部内視鏡検査に関し、故障率が０．８％であるため、医師
ランクが４と設定される。
【００５７】
　出力処理部７４は、医師Ｂの医師ランクを、所定のランク閾値と比較する。このランク
閾値は、たとえば３であってよい。出力処理部７４は、医師ランク値（４）が所定の閾値
以上であれば、ガイダンス保持部１１０からガイダンスデータを読み出して、医師Ｂの検
査前に提供する。つまり医師ランクが低ければ、検査前に、ガイダンス動画を見てもらい
、故障を発生させない適切な内視鏡の取扱手順を確認させる。
【００５８】
　なお出力処理部７４は、スコープランクと医師ランクとを比較して、スコープランクの
方が低い（スコープランク値が大きい）場合に、ガイダンス保持部１１０からガイダンス
データを読み出して、医師Ｂに提供してもよい。
【００５９】
　出力処理部７４は、過去に医師Ｂが故障させたパーツおよび故障理由に対応するガイダ
ンスデータを医師Ｂに提供するのが好ましい。たとえば医師Ｂが複数回、「ＧＨＩ－８０
」の型番の内視鏡を故障させている場合には、パーツおよび故障理由の最も多い組合せに
対応するガイダンスデータを提供してもよく、また直近のパーツおよび故障理由に対応す
るガイダンスデータを提供してもよい。
【００６０】
＜ケースＣ＞
　ケースＣでは、検査担当医Ｃの検査にかかる平均時間が所定時間よりも長い場合に、出
力処理部７４は、検査担当医Ｃが、検査種別および処置内容の組合せに不慣れであると判
断する。このとき出力処理部７４は、内視鏡の適切な（効率的な）使用手順を撮影したガ
イダンスデータをガイダンス保持部１１０から読み出して、医師Ｃに提供する。ケースＣ



(11) JP 2019-84254 A 2019.6.6

10

20

30

では、出力処理部７４が、検査担当医Ｃの検査時間の平均値を、医療施設２から取得する
必要がある。
【００６１】
＜ケースＤ＞
　ケースＤでは、検査担当医Ｄが久しぶりに検査を行う場合に、出力処理部７４は、検査
担当医Ｄにブランクがあることを判断して、内視鏡の適切な（効率的な）使用手順を撮影
したガイダンスデータをガイダンス保持部１１０から読み出して、医師Ｄに提供する。ケ
ースＤでは、出力処理部７４が、検査担当医Ｄの検査ブランク期間を、医療施設２から取
得する必要がある。ガイダンス提供のための基準となるブランク期間については、ブラン
ク後に故障をさせた他医師の平均ブランク期間をもとに算出されてよい。
【００６２】
　以上、本発明を複数の実施例をもとに説明した。これらの実施例は例示であり、それら
の各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした
変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００６３】
　実施例では、センターサーバ３０がガイダンス機能を提供したが、医療施設サーバ１０
が、故障率記録部１０８に記録された情報をセンターサーバ３０から受け渡されて、出力
処理部７４の機能を備えることで、ガイダンス機能を提供できるようにしてもよい。
【００６４】
　また実施例では、故障率等の条件が成立した場合に、出力処理部７４がガイダンスデー
タを提供することとしたが、一度ガイダンスデータを提供した後、しばらくの期間（たと
えば１ヶ月）は、ガイダンスデータを提供しないようにしてよい。なお、この期間に、内
視鏡６を故障させた場合には、出力処理部７４は、その直後の同一検査に関して、必ずガ
イダンスデータを提供するようにすることが好ましい。
【符号の説明】
【００６５】
１・・・内視鏡管理システム、１０・・・医療施設サーバ、１１・・・処理装置、１２・
・・表示装置、１３・・・端末装置、１４・・・通信モジュール、１５・・・ＬＡＮ、２
０・・・検査一覧表示ボタン、２１・・・登録ボタン、３０・・・センターサーバ、４０
・・・処理部、５０・・・取得部、５２・・・検査情報取得部、５４・・・故障情報取得
部、５６・・・検査予定取得部、７０・・・検査数算出部、７２・・・故障率算出部、７
４・・・出力処理部、１００・・・記録部、１０２・・・検査情報記録部、１０４・・・
故障情報記録部、１０６・・・検査数記録部、１０８・・・故障率記録部、１１０・・・
ガイダンス保持部、１１２・・・スコープランク保持部、１１４・・・医師ランク保持部
。
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